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条例新旧対照表                                              ※      ：改正した部分 

改正前 改正後 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第６条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為は，次の各号

に掲げるものとする。 

(1)から(5)まで （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第６条 法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為は，次の各号

に掲げるものとする。 

(1)から(5)まで （略） 

２ 前項に規定するもののほか，次の各号に掲げる要件を満たす土地の区

域（政令第２９条の９第１号から第６号までに掲げる区域及び同条第７号

に掲げる土地の区域として規則で定めるものを除く。）のうち，市長が

指定する土地の区域内において，工場施設，流通業務施設又は研究開発

施設の建築を目的として行う開発行為であって，規則で定める要件に該

当するものは，法第３４条第１２号の規定により条例で定める開発行為とす

る。 

(1) 高速自動車国道又は道路法（昭和２７年法律第１８０号）による自動車

専用道路（以下「高速自動車国道等」という。）と高速自動車国道等

以外の道路とを連絡する施設から３キロメートルの範囲内であるこ

と。 

(2) 土地の区域の面積が５０，０００平方メートル以上であり，一団の土地

として利用見込みがあること。 

(3) 幅員９メートル以上の道路に接していること。 

３ 第３条第２項から第４項までの規定は，前項の土地の区域の指定につ

いて準用する。この場合において，同条第２項中「前項」とあるのは

「第６条第２項」と，同条第３項中「第１項」とあるのは「第６条第

２項」と，「前項」とあるのは「同条第３項において準用する前項」

と，同条第４項中「前２項」とあるのは「第６条第３項において準用

する前２項」と読み替えるものとする。 
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（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物等） 

第７条 政令第３６条第１項第３号ハの規定により条例で定める建築物等

は，前条各号に掲げる開発行為に係る予定建築物（開発区域内におい

て予定される建築物をいう。）の要件に該当する建築物とする。 

（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物等） 

第７条 政令第３６条第１項第３号ハの規定により条例で定める建築物等

は，前条第１項各号及び第２項に掲げる開発行為に係る予定建築物（開

発区域内において予定される建築物をいう。）の要件に該当する建築物

とする。 

  

   付 則 

この条例は，令和５年４月１日から施行する。 

 


